
富士宮市特定区域設定計画書 

 

１．特定区域の区域 

（１）区域 

富士宮市全域 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２）当該地域の特性及び区域設定の理由 

富士宮市（以下「本市」という。）は、静岡県の北東に位置し、世界遺産富士山に育ま

れた豊かな土壌や水資源に恵まれ、畜産、水稲、茶、野菜など、多種多様な農業が営まれ

ている。 

こうした中、本市では、有機農業を推進しており、栽培品目は、茶、露地野菜、水稲等

と様々であり、令和６年度では栽培面積ベースで、茶（有機ＪＡＳ認証を取得）が 11ha、

露地野菜、水稲などその他品目が 23ha 生産されている。（計 34ha/経営耕地面積 2,880ha） 

そのような中、本市は令和７年６月に「オーガニックビレッジ宣言」を行い、有機農業

の生産から消費まで一貫したサイクルの確立に向け、農業者や、地域内外の住民を巻き込

んだ地域ぐるみの取り組みを推進している。 

令和７年度は市内公立小中学校への有機茶の提供、公立保育園への野菜等の試験導入

を実施し、児童・生徒への食育を推進している。また、この取組を通じて、保護者に対し

ても有機農業に関する理解醸成を図っている。 

本市での有機農業の推進に当たっては、安定的な生産量の確保や、消費先となる販路の

拡大等が課題であるため、市内外において有機農業に関する更なる認知度の向上が必要

となっている。 

そこで、本市全体を特定区域と設定することを契機に、本市に適した有機農業の生産技

術の確立、有機農業に関心を持つ農家への技術普及を進めるとともに、有機農産物の加工

による高付加価値化を推進する。また、公立保育園との連携を契機に有機農産物の消費促



進に取り組み、有機農業の規模拡大を図る。また、活動を通じて、農業の担い手不足等の

地域課題解決を目指す。 

 

２．特定環境負荷低減事業活動として求められる事業活動の内容 

（１）活動類型 

有機農業の生産活動 

 

（２）特定環境負荷低減事業活動の内容 

本市では、持続的に有機農業を実践するため、有機農業者やＪＡ等が参画する「オーガ

ニックビレッジ宣言関係者連絡会」を中心に、有機農業の栽培技術の蓄積及び継承を積極

的に行うことで地域として新たな有機農業者の増加、産地の維持・活性化を図る。 

お茶については、富士伊豆農業協同組合富士宮地区本部内に有機茶部会が発足してお

り、有機ＪＡＳ認証を取得。今後は研修会を通じて栽培面積の拡大や販路開拓に取り組む。

（部会員数は５名：令和７年９月現在） 

露地野菜、水稲等については、地域の有機農産物直売所を活用し、地域への消費拡大を

推進していく。 

さらに、地域内で生産された有機農産物の認知度向上のため、既存イベント内へ有機農

業部分を組込み、有機農業者の増加に努め、栽培面積の増加を目指す。 

ア 有機農業の生産段階の推進の取組 

栽培技術指導の支援・共有 

実証試験のデータを活用し、緑肥や堆肥等を利用した地域に適した土づくりを推

進する。加えて、茶や野菜等の農家を対象に、有機農業の講習会等を開催し、栽培技

術の確立を目指す。 

耕畜連携の推進 

本市では、牛、鶏、豚等の畜産が盛んであるため、農業振興において耕畜連携の推

進が重要な課題となっている。 

そのため、循環型農業の実現に向けて、市内の畜産農家が生産した堆肥の利用促進

を推進する。 

新たな農業技術導入の推進 

農業者の高齢化や担い手不足が続く中、スマート農業技術の導入による効率化や

生産性の向上を目的に、農業用ドローンの活用やスマート農業技術による除草を推

進し、取組面積の拡大や新たな生産者の確保を図る。 

 

イ 有機農産物の流通、加工、消費等の取組 

有機ＪＡＳ認証取得推進 

販路拡大を目的に有機ＪＡＳ認証の取得に向けた講習会を開催し、有機ＪＡＳ認

証の取得を推進する。 

 



有機農産物を利用した特産品開発 

有機農産物を使用した新たな特産品の開発や既存商品の改良により、付加価値を

向上させて販売する事業に対して支援することで、新商品の開発や流通、消費の拡大

を図る。 

消費促進の取組 

（地産地消に係る取組） 

・市内公立小中学校への有機茶の提供 

市内公立小中学校の生徒に対し有機茶ティーバックを配布することで、市内で

生産される有機茶の消費拡大・食育を推進し、児童生徒やその保護者に対して有機

農業に関する理解醸成を図る。 

・公立保育園給食への有機野菜等の試験導入 

市内公立保育園に向けて、有機野菜等を提供することにより、利用先の確保を図

るとともに食育を推進し、有機農産物の認知度向上を図る。 

・市内での利用箇所拡大 

有機農産物の消費拡大を図るため、直売所、飲食店、スーパー、小売店等での活

用方法について検討する。 

（域外消費の取組） 

・マルシェの開催 

有機農業に関わるイベント・マルシェを開催し、有機農産物の周知と消費拡大に

繋げる。 

・ふるさと返礼品への導入 

ふるさと納税返礼品に出品することで、全国に向け有機農産物の魅力を発信し、

販路拡大に繋げる。 

・ＳＤＧsパートナーシップによる企業等との連携の検討 

新たな販路など流通を図るため、民間事業者と有機農業者の連携によるＳＤＧs

パートナーシップ制度を活用する。 

・他地域への流通・輸出促進事業 

首都圏等の市外への流通や輸出等に向け、消費ＰＲを行う。 

    

※本計画における「有機農業」は有機農業推進法第２条に規定する農法も含み、｢有機農

産物（野菜）｣には有機ＪＡＳ認証を取得した農産物以外も含まれる。 

  



 

  



島田市特定区域設定計画書 

 

１．特定区域の区域 

（１）区域 

島田市全域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面積 315.70 ㎢ 

 

（２）特定区域の特性及び区域設定の理由 

本市は、静岡県のほぼ中央部、大井川の中流域に位置し、気候は、年間平均気温 16℃、

年間降水量 2,300 ㎜前後となっており、冬期においても降雪がほとんどない温暖多雨な

気候であるため作物の生育にも適している。 

そうした中、市内全域を対象に有機農業促進法第２条に規定する有機農業を推進して

おり、現在 29 経営体が有機農業に取り組んでいる。栽培品目別面積は、茶が 34.69ha、

続いて水稲が 6.88ha、その他品目 0.82ha で市内の経営耕地面積 2,123ha のうち約２％と

なっている。 

一方、有機農業の推進における課題は、特色を活かした販路の確立や、新規就農者の確

保、有機栽培実践者の育成や慣行栽培から有機栽培への転換環境の整備である。 

そこで、市内全域の茶生産地を中心に特定地域に設定することで、海外でもニーズが高

く輸出が堅調である有機茶生産体制を構築するほか、その他の(茶以外)の有機農産物に

ついては国内需要の拡大を想定した高付加価値化及び消費促進を支援することで、生産・

販売・消費の円滑化を図り、市内における有機農業の持続的な拡大を目指す。 



 

２．特定環境負荷低減事業活動としても求められる事業活動の内容 

（１）活動類型 

有機農業の生産活動 

 

（２）特定環境負荷低減事業活動の内容 

有機農業者や茶商団体、消費者団体、大井川農業協同組合等が参画する「オーガニック

ビレッジ推進協議会」が主体となって、持続可能な農業の実現を目標に、茶を中  心と

しつつ、水稲などのその他の有機農産物も合わせ、生産から加工・流通・消費のサイクル

体制の整備を目指す。その中で市は、政策支援に関することを行う。また、地域計画（地

域農業経営基盤強化促進計画）の策定と連携し、有機栽培農地と慣行栽培農地の区画分け

の検討や、有機栽培農地の団地化に向けた話合いを行う。 

ア 有機農業における生産段階の推進に関する取組 

有機茶生産体制の構築 

市は、輸出用茶の生産拠点化を行い輸出拡大を図るため、輸出生産拠点の茶工場経

営者や茶生産者に対し、輸出拡大に向けた生産転換設備等の導入にかかる支援や、有

機茶や碾茶用の輸出需要に適する品種や栽培体系への転換に対して県と共に支援す

る。さらに、有機ＪＡＳ認証の取得支援や新たに有機栽培を開始する生産者の対象に

した栽培技術研修会を開催する。また、担い手への茶園集積と併せた有機茶の栽培拡

大を推進するほか、有機茶の生産拡大に向けた経営モデルに係る先進地への視察を

支援する。 

有機栽培米の拡大 

水稲の有機栽培について、オーガニックビレッジ推進協議会内に有機栽培実践者

を中心として３名からなる「水稲チーム」を組織し、栽培講習会などの開催や有機転

換事業の活用により慣行栽培から有機栽培への転換を推進し、有機米の生産面積拡大

を推進する。 

 

イ 有機農業で生産された農産物の流通、加工、消費等に関する取組 

有機茶の販路・需要拡大 

市は、茶商の輸出向け商談会の出展支援等をすることにより、本市産の有機茶の需

要について現状を把握し、販路拡大に向けた取組を推進する。また、国内での有機茶

需要の拡大を図るため、消費者に向け積極的なＰＲを行う。 

有機農産物消費拡大 

市は、消費者団体、市内スーパー等小売店と連携し、市内スーパーや直売所等への

有機農産物コーナーの設置に向けた話し合いを進めるほか、マルシェ等を開催し、有

機農産物への理解と関心を増進させ、消費拡大に繋げる。 



市民への理解促進 

市民が有機農産物を選択する第一歩として、市は、有機農業生産者、大井川農業協

同組合、学校給食会、経済農業協同組合連合会と連携し、学校給食へ有機農業で生産

された食材を導入、有機農産物の授業やチラシを配布することにより、児童・生徒・

保護者の有機農業に対する正しい理解と関心を深め、安定的な消費先を確保する。 

有機圃場での農業体験 

市と生産者が中心となり市民を対象に、有機圃場での農業体験会等を開催し、体験

を通し環境や農業への関心を高めるとともに、栽培にかかる手間や苦労を知ること

により、有機農業への理解を深める。 

消費者への有機農業についてのＰＲ 

市は、有機農業についてのチラシやパンフレットの作成・配布及びＳＮＳ等を活用

して有機農業をＰＲすることで、消費者の有機農業に対する理解を深め、有機農産物

の消費拡大に繋げる。 



  



 

掛川市特定区域設定計画書 
 

１．特定区域の区域 

（１）区域 

掛川市全域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）特定区域の特性及び区域設定の理由 

掛川市は、静岡県の二大都市である静岡市と浜松市の中間に位置する県西部の都市で

あり、北は南アルプス最南端の八高山と大尾山の峰から、南は遠州灘まで雄大な自然が広

がる温暖な地域です。本市の農業は、恵まれた自然環境のもと、北部のお茶、南部の大規

模水田、砂地を活用した露地栽培や施設園芸など、地域の特性を生かした多彩な営みが行

われており、中でも、茶は本市の基幹作物となっています。 

掛川市は、国が推進する「みどりの食料システム戦略」に基づき、有機農業の推進を起

点として、市民全体で「持続可能なまちづくり」を進めることを誓い、令和５年４月に「オ

ーガニックビレッジ」を宣言しました。 

現在（令和７年３月）、市内の有機農業取組面積は 109.9ha で、経営耕地面積全体の約

3.7％を占めています。取り組みは徐々に広がりつつあるものの、まだ限定的な状況です。

このうち、茶は平成 29 年度から輸出促進を目的とした有機ＪＡＳへの転換を支援してお

り、取組面積は 87.2ha に達しています。他の作物では、水稲が 16.3ha、野菜等が 6.4ha

です。 

掛川市では、有機農業のさらなる規模拡大を目指し、市全域を特定区域に設定しました。

この機会を活かし、有機農業の生産技術の確立、有機農業に関心を持つ移住者や新規就農

者への技術普及を進めるとともに、有機農産物の加工による高付加価値化を推進します。

また、学校給食や企業との連携を通じて有機農産物の消費促進に取り組みます。これらの

活動を通じて、農業の担い手不足や荒廃農地の拡大といった地域課題の解決を目指しま

 
面積 265.59 ㎢ 



す。 

２．特定環境負荷低減事業活動としても求められる事業活動の内容 

（１）活動類型 

有機農業の生産活動 

 

（２）特定環境負荷低減事業活動の内容 

ア 有機農業の生産段階の推進の取組 

新規就農者の受入・支援体制の構築 

有機農業の新規参入を増やすために、研修会の開催や転換中の費用補助、圃場のあ

っせん、必要に応じた住まい等の紹介等により市内外からの有機農業参入者（就農者）

の確保を図ります。 

栽培技術指導の支援・共有 

自然栽培や化学肥料、化学農薬を使わない有機農業は、その土地に根差した営みで

あり、地域固有の知識が要求されます。そこで、有識者による栽培講習会等を企画・

実施し、栽培技術指導や情報交換・共有の機会を創出します。 

有機専用モデル区画の整備 

掛川市内の有機圃場は慣行栽培と隣接している箇所も多いため、農薬の飛散や近

隣との交渉が課題となっています。そこで、市内に有機農業専用モデル区画を整備し、

安定した有機農業生産のための基盤を整えます。 

肥料の地産地消の取組 

循環型の農業を実現するため、地域固有の取組として肥料の地産地消を検討しま

す。市内の畜産農家や事業者等との連携を通じ、新たに活用が期待される未利用資源

等を利用しながら、持続可能な資材供給体制の構築を目指します。 

 

イ 有機農業で生産された農産物の流通、加工、消費等の取組 

消費促進の取組 

有機農産物の消費拡大を図るため、マルシェの開催や直売所及び小売店で販売コ

ーナーを設置し、多くの消費者が有機農産物に触れ合い、理解を深める機会を設ける

ことにより消費を喚起します。 

情報発信 

一般消費者に地球環境への負荷低減に寄与する有機農業の魅力を知ってもらうた

め、また有機農業への新規参入を促すため、パンフレットやＷＥＢサイト、ＳＮＳを

用いた情報発信を行います。写真や動画といった視覚的な情報発信を通じて、世代や

地域を越えた広範な消費喚起を図ります。 

茶の輸出拡大 

茶の海外輸出は年々増加しており、今後も拡大が予想されます。海外で求められる



オーガニック茶の製造を拡大することが必要であり、有機農業（ＪＡＳ認証取得）へ

の転換支援、茶商社と連携しての輸出体制の整備を進めます。また、輸出において特

に好調なのは、抹茶（粉末茶）であることから、煎茶製造が主流の当市においても、

有機碾茶・抹茶製造拡大に向けた実効性のある取組を推進します。 

学校給食での提供・学校での学習機会の創出 

有機農産物を学校給食の食材として提供することで、小中学生に有機農業を身近

に感じてもらう機会を創出します。給食での提供とあわせて学習や農業体験を行う

ことで、食育の一環として、五感を通じた有機農業の学習と、自然との触れ合いの機

会を設けます。 

進捗管理と学習する機会の確保 

有機専用モデル区画にオーガニックビレッジの進捗状況の可視化できる表示看板

を設置し、景観保護区域をつくりながら、観光の側面を取り入れた体験圃場の整備し、

環境や農業について一体的に学べる場所を確保します。 

マーケティング人材の育成 

有機農業生産者と販売者を繋ぎ、「掛川オーガニックビレッジの農産物」の販売活

動ができるマーケティング人材の育成と仕組みづくりに取り組みます。 

ＥＣサイト等を活用した販売経路の多様化 

生産者や流通業者に対し、ＥＣサイト設置や加入を促すことで、販売経路の多様化

を図ります。必要に応じ、ＥＣサイト構築に関する専門家の派遣やサイト構築費用助

成等の支援を行います。 

企業の農業参入への誘致 

有機農業参入を検討している企業に対し、市公式サイト等で広く呼びかけ誘致を

行います。また、飲食産業等からの働きかけに積極的に応えることで、有機農産物の

安定した流通経路の確保に努めます。さらには、有機農業法人に対し、人材育成を支

援することで、地域内での有機農業の担い手の確保を促進します。 

  



 

  



川根本町特定区域設定計画書 
 

１．特定区域の区域 

（１）区域 

川根本町全域 

 

 

（２）特定区域の特性及び区域設定の理由 

当町は、静岡県の中央部に位置し、東は静岡市、南は島田市、西は浜松市に隣接するほ

か、北は長野県との県境となっている。町域は大井川に沿った東西約 23km、南北約 40km

の南北に細長い形で、面積は 496.72ｋ㎡（県全体の 6.4％）、このうちの約 90％を森林が

占めている。 

当町の農業については、比較的温暖な気候と適度な降水量に恵まれ、茶を基幹作物とし

て農業生産を展開し、「川根茶」産地として全国的な名声を博している。茶を主体とした

農用地は、地理的条件から狭小で傾斜地に多く分布し経営規模も全般的に小規模零細で

あるが、山間地の特性として病害虫の発生は少なく、安心・安全な農業生産が営まれてい

る。 

当町の茶生産における有機農業取組面積は約 40ha であり、輸出向けの有機碾茶生産に

伴い拡大傾向にある。有機碾茶の生産量は、町内及び近隣市に存在する碾茶加工施設及び

抹茶加工施設の製造能力に依拠しており、碾茶加工施設の増設も行われている。 

今後の茶生産の方向性として、従来の高品質煎茶と有機碾茶の両輪で茶産地の振興を

図っていくが、高品質煎茶の生産で普及している慣行農法においても、今後化学肥料や化



学農薬の低減への対応が求められることが予測される。これは、消費者の安心・安全志向

や輸出市場での有機認証茶の需要の高まりに伴い、碾茶で有機が先行した状況と共通す

る背景によるものである。 

さらには、当町が茶の複合経営の作物として推奨している柚子及び自然薯においても、

加工品の輸出販売を計画する加工販売事業者から有機農業による生産を求める声があり、

生産者、流通、小売業、行政等が一体となった、持続性の高い農業生産に取り組むオーガ

ニックビレッジの実現を目指していくことが必要である。令和７年８月時点では、ふじの

くに川根本町ゆず協同組合のうち３軒が圃場の有機転換に着手した段階であり、栽培技

術の習得や更なる取組拡大に向け、先進地から学ぶ必要がある。 

この機会を活かし、有機農業の生産技術の確立、有機農産物の加工による高付加価値化

を推進する。また、学校や企業等との連携を通じて有機農産物の消費促進に取り組むとと

もに、有機農業の推進を通じて、農業の担い手不足や荒廃農地の拡大といった地域課題の

解決を目指す。 

 

２．特定環境負荷低減事業活動としても求められる事業活動の内容 

（１）活動類型 

有機農業の生産活動 

 

（２）特定環境負荷低減事業活動の内容 

川根本町は、国が掲げる「みどりの食料システム戦略」の実現に向け、従来の慣行農法

による高品質煎茶の生産体系に加え、付加価値の向上を目指して新たに有機農業の推進

に取り組む。町は、町内の茶生産者約 40 軒を含む茶業振興協議会、農業農村振興対策委

員会、大井川農協、商工会等と連携し、地域全体で持続性の高い農業生産の推進を図るた

め、以下の取組を実施する。 

ア 有機農業の生産段階の推進の取組 

有機農産物の海外輸出への支援 

有機農産物の海外輸出を推進するため、町が有機ＪＡＳ認定取得や栽培技術研修会

参加支援等を行う。 

有機農業研究 

町農業農村振興対策委員会では、有機農業の普及・推進に向け、地域の気候や土壌

に適した栽培技術の研究、収益性や生産コストの分析、加工・販売・流通方法の検討、

先進地視察を行う。 

スマート農業機械導入 

将来的な農業者の高齢化や担い手に対応するため、農業生産における省力化、生産

性の向上を目的に、町農林業センターにスマート農業機械を導入し、その効果を比

較・検証する。得られた成果は、地域農家への普及や共同利用の可能性の検討に活か



していく。 

栽培技術指導の支援・共有 

町農林業センターに茶の有機栽培試験圃場を設置し、栽培技術の実証を行うこと

で農業者への普及を図る。 

有機堆肥の開発 

循環型の農業を実現させるため、町内の農産物加工事業者と連携し、新たに活用が

期待される食品残渣等の有機廃棄物等を利用した地域循環型堆肥施設の構築にむけ

た検討を行う。 

 

イ 有機農業で生産された農産物の流通、加工、消費等の取組 

加工品やメニューの開発 

農業者と菓子メーカーや飲食店などが連携した有機農産物加工品やメニュー開発

を町として支援する。 

茶の輸出拡大 

有機茶の輸出に取り組む流通販売事業者からの要求に応じた生産が行われるため

の生産基盤、生産資機材整備を支援する。 

 収益率向上と安定経営を実現させるため、継続的な取引先を構築するための事業

者支援を行う。 

情報発信 

茶の流通販売事業者においては、当町は煎茶産地としてのイメージが非常に強い

ことから、有機碾茶、有機抹茶の生産拡大に関する事業者向けの情報発信を強化する。 

 有機農業への新規参入を促進するため、町全体で有機農業に取り組む意識の醸成

をするための研修会を実施する。 

小中学校における食育の推進 

食に関する専門家と連携し、給食での提供とあわせて学習や農業体験を行うこと

で、小中学生が有機農業を身近に感じてもらう機会を創出する。 

 


